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JNTO会員規約 

 

第１章  総則 

 

第１条 会員規約 

この会員規約は、会員が独立行政法人国際観光振興機構(以下、｢JNTO｣という。)の提供

する JNTO 会員サービス(以下｢会員サービス｣という。)を利用するに際して、その手続

一切に適用するものとします。 

 

第２条 会員規約の範囲 

１． 会員サービスについて、JNTOが別途定める利用規約等（以下「利用規約」という。）

が存する場合には、名目の如何に関わらず、この会員規約の一部を構成するもの

とします。 

２． この会員規約の定めと利用規約の定めが異なる場合は、当該利用規約の定めが優

先して適用されるものとします。 

 

第３条 会員規約の変更 

１． JNTO は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあり、この

場合、会員サービスの利用条件は、変更後の会員規約によることとします。 

２． 変更後の会員規約は、JNTOが別途定める変更期日より効力を生じるものとします。 

３． JNTO は、この会員規約の変更がなされた場合には、遅滞なく各会員に通知するも

のとします。 

 

第４条 JNTOの通知 

JNTO は、会員に通知すべき情報・事項がある時には、JNTO が適当と判断する方法によ

り、これを会員に対して通知するものとします。なお、この通知は、JNTO が管理する

各会員連絡先に行います。 

 

第２章  サービスの提供 

 

第５条 提供サービスの内容 

１． JNTOは、各会員に対し、定められたサービスを提供します。 

２． 前項のサービス内容は、別紙「JNTO会員サービス一覧表」のとおりです。 

 

第６条 提供サービスの一時的な中断 

JNTO は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、

一時的に会員サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。 

（１） システムの保守、点検整備、サーバー運用上のトラブルによるサービス提供

の中断。 
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（２） 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。 

（３） 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場

合。 

（４） 戦争、暴動、争乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合 

（５） その他、運用上又は技術上、JNTOがサービスの一時的な中断をせざるをえな

くなった場合。 

 

第７条 サービスの停止 

会員が会費の支払いを遅滞した場合、JNTO は、会員に事前に通知することなく、第５

条におけるサービスの全部又は一部を停止することができるものとします。この場合に

おいても、会員が支払うべき会費は減免されないものとします。 

 

第３章  会員 

 

第８条 会員 

会員サービスの内容を理解し、JNTO の指定する手続きに基づき、本規約を承諾し、か

つ、遵守の上、JNTO 会員制度への入会を申し込み、JNTO が承認したものを会員としま

す。 

 

第９条 入会手続 

１． JNTO会員に入会を希望するものは、JNTO所定の入会申込書に必要事項を記入の上、

JNTO の求める資料を添付して JNTO に提出するものとします。JNTO は、入会申込

の際に提出された資料を適切に管理し、第三者に開示しません。ただし、法令に

基づいて JNTOが開示義務を負う場合には、この限りではありません。 

２． JNTO は、前項の入会申込に対し、必要な手続等を経た後に、その承認の可否を決

定するものとし、JNTO がこの承認を行った時点で、入会申込者は、会員となるも

のとします。 

 

第 10条 入会の不承認 

以下の事実が認められた場合には、入会申込に対して不承認をすることがあります。 

（１）入会申込の際の届出事項及び添付書類に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあ

った場合。 

（２）申込者が過去に JNTOから会員資格を取り消されたことのある団体・企業であ

った場合。 

（３）その他の理由により、JNTOが申込者を会員とすることを不適当と判断した場

合。 

 

第 11条 会費 

１． 会費は、下記のとおりとします。ただし、会費の計算期間は、毎年 4 月 1 日から
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翌年 3月 31日までとし、前記期間の途中で入会した会員については、当該年度につ

いて月割計算して算出するものとします。 

記 

    年会費 金 300,000円(消費税別) 

２． 会費は、JNTO発行の請求書に基づいて、年会費を全納一括払いするものとします。 

３． 会員が既に納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しな

いものとします。なお、第６条の場合にも同様とします。 

 

第 12条 権利の譲渡等の禁止 

会員は、会員サービスの提供を受ける権利の第三者への譲渡、売買、あるいは、これに

対する質権の設定、その他の担保の設定等の行為をしてはならないものとします。 

 

第 13条 変更の届出 

１． 会員は、名称、代表者、担当者、住所、連絡先等の JNTOへの届出事項に変更が生

じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。 

２． 会員が前項の届出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、JNTO は、

その責任を一切負わないものとします。 

 

第 14条 退会・継続 

1. 会員は、退会を希望する年度の前年度 3 月末日までに所定の退会届を提出し、か

つ、JNTOが受領を確認することによって、退会できるものとします。ただし、や

むを得ない事情により 3 月末日までに退会届の提出が困難な場合に限り、当該会

員が、3 月末日までに電子メール・ファックス等記録に残る形式で当該事情の説

明と共に退会の申し入れを行い、JNTOがこれを確認した場合には、JNTOは当該確

認日に退会届の提出と確認があったものとすることができます（この場合でも、

当該会員は、当該退会の申し入れの日から 1 ヶ月以内に所定の退会届を提出する

ことを要し、これを怠った場合には、当該退会の申し入れによる上記効果は失効

するものとします。）。 

2. 年度途中での退会を希望する場合は、退会を希望する月の末日までに所定の退会

届を提出し、かつ、JNTOが受領を確認することによって退会できるものとします。

ただし、やむを得ない事情により退会を希望する月の末日までに退会届の提出が

困難な場合に限り、当該会員が、当該月の末日までに電子メール・ファックス等

記録に残る形式で当該事情の説明と共に退会の申し入れを行い、JNTOがこれを確

認した場合には、JNTOは当該確認日に退会届の提出と確認があったものとするこ

とができます（この場合でも、当該会員は、当該退会の申し入れの日から 1 ヶ月

以内に所定の退会届を提出することを要し、これを怠った場合には、当該退会の

申し入れによる上記効果は失効するものとします。）。 

3. 前二項の届出がない場合は自動継続とし、会員は、第 11条に定める年会費を支払

うものとします。ただし、当該年度の会費支払い期限までに所定の退会届を提出
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した場合、又は支払期限を過ぎて所定の退会届を提出した場合であっても JNTO

が許容すべき事情を認めた場合で、かつ、JNTOが当該退会届の受領を確認した場

合には、会員は、届出のあった月までの会費を月割りで算出した額を支払うもの

とします。 

 

第 15条 反社会的勢力の排除 

会員、会員の取締役、監査役、役員、あるいは従業員等は、東京都暴力団排除条例（東

京都条例第 54号、平成 23年 3月 18日制定）第 2条第二号ないし第五号で規定する「暴

力団」、「暴力団員」、「暴力団関係者」、あるいは「規制対象者」に該当せず、かつ、将

来にわたっても該当してはならないものとします。 

 

第 16条 禁止事項 

会員は、JNTOの事前の承諾を得ることなく、自己の営業活動に係る文書(電磁的記録も 

含む。)において、会員サービスを利用する会員であることを表示してはならないもの 

とします。 

 

第 17条 会員資格の取り消し 

JNTO は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、会員たる資格を取

り消すことができるものとします。この場合において、会費の支払い前に資格の取り消

しが行われた場合には、会員は、資格の取り消し日の前日の属する月までの会費を月割

りで算出した額を支払うものとします。 

（１） 会員である団体が消滅したとき。 

（２） JNTOが解散したとき。 

（３） 公序良俗や国内外の法令に反する行為のあったとき。 

（４） JNTOの名誉を著しく傷つける行為のあったとき。 

（５） 会員サービスから得られる情報を、JNTOの事前承諾を得ることなしに、第三

者に提供して金銭的利益を得る行為をなしたとき。 

（６） 会員として品位を損なう行為が認められた場合。 

（７）この会員規約、その他 JNTOの定める規約に違反した場合。 

（８） JNTOの利害に重大な悪影響を及ぼすと認められる行為のあった場合など、そ

の他 JNTOが会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合。 

（９）会費の支払期限より会費の支払いが 3カ月以上遅延した場合。 

（10）自己の営業活動に係る文書(電磁的記録も含む。)において、第 16条の定めに

反して会員サービスを利用する会員であることを表示し、又は JNTOの事前の

承諾を得ることなく JNTOのロゴ若しくは名義を使用した場合。 

 

第 18条 未払金の請求 

会員が第 14条により退会する場合、又は第 17条により会員資格を取り消される場合に

おいて、JNTO に対し未払いの会費等がある場合には、会員は、会員資格の喪失後も、
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JNTOに対する未払い分の支払いを免れないものとします。 

 

第４章  著作権 

 

第 19条 知的財産権 

会員サービスによって提供される情報またはコンテンツ、画面デザイン、ロゴ等（以下、

総称して「本コンテンツ」という。）に関する著作権や商標権などの知的財産権、その

他一切の有体・無体の財産権（以下、「知的財産権等」という。）は、JNTO に帰属する

ものとします。 

 

第 20条 本コンテンツの二次利用 

会員は、会員サービスによって提供される本コンテンツを、複製、編集、加工、発信、

販売、出版、その他いかなる方法においても、著作権法、商標法その他知的財産権に関

する国内外の法令に違反して使用してはならないものとします。 

 

第５章  個人情報 

 

第 21条 個人情報の保護 

JNTOは、会員より入会申込時および会員サービス利用時に提供された個人情報を、JNTO

が定める個人情報保護方針に沿って、会員サービスの提供を目的とするためにのみ使用

するものとします。 

 

第６章  その他一般条項 

 

第 22条 損害賠償責任 

１． JNTOは､会員サービスの内容、提供の中断、提供中の事故等によって、直接または

間接的に生じた、会員またはそれ以外の第三者への損害については､その内容､方

法の如何に関わらず、賠償の責任を負わないものとします。 

２． 会員は、会員サービスの利用に基づく第三者からの損害賠償請求などの訴訟に

JNTO を当事者等として関与させないことに、予め同意するものとします。また、

会員は、会員サービスの利用に起因して JNTOが第三者から訴訟その他のクレーム

を受けた場合、JNTO の当該事由による損害(弁護士費用を含む。)を補填し、JNTO

に損害を与えないものとします。 

３． 会員がこの会員規約に反した行為､または、不正もしくは違法な行為によって JNTO

に損害を与えた場合、JNTO は、当該会員に対して損害賠償の請求ができるものと

します。 

 

第 23条 適用法 

会員サービスの提供に関して適用される法律は、日本法とします。 
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第 24条 専属的合意管轄 

JNTO と会員の間で訴訟が提起される場合には、JNTO の本部所在地を管轄する裁判所を

もって、JNTOと会員の専属的合意的裁判所とします。 

 

 

附則 

1．会員規約実施 2003年 10月 1日 

2．会員規約改定  2006年 4月 1日  

3．会員規約改定 2010年 4月 1日 

4．会員規約改定 2011年 8月 1日 

5．会員規定改定 2014年 3月 20日 

6．会員規定改定 2016年 7月 11日 

7．会員規約改定 2020年 4月 1日 

8．会員規約改定 2022年 4月 1日 

9．会員規約改定 2024年 4月 1日 

10. 会員規約改定 2026年 4月 1日 
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JNTO会員サービス一覧表 JNTO会員規約 別紙

マーケティング支援内容 備考

　　JNTOオフィシャルサイトでのPR パートナーズページへのリンク設置含

　　SNSでの情報発信

　　ニュースレターでの情報発信

　　プレスリリースでの情報発信

デジタルパンフレットサイトへのパンフレット掲載

外国語パンフレットの海外事務所への定期発送
年1回、1事務所10kgまで

（通関等の事情により受取不可な事務所や在庫
状況・輸送状況により発送可能量に変動あり）

海外の旅行市場等に関する情報収集支援

セミナー、フォーラム等への参加

個別相談の実施

JNTOメールマガジン配信

賛助団体・会員専用ウェブサイトへのアクセス 市場別マーケティング情報等掲載

BtoBマッチング支援

BtoB交流会への参加

JNTO日本語サイト、メールマガジンでの情報発信

JNTOインバウンド旅行振興フォーラムでのPR

インバウンド関連サービス検索サイトの利用

セールスプロモーション支援

海外事業者とのアポイントメント取得等
1回5件、年10回まで（日本との時差、オンライン対応
が主流である現地の特性、事務所の繁忙状況等に

より、アポイントが取得できない市場・期間あり）

その他

受託事業実施費用の割引

海外の現地事情等により、一部サービスを提供できない場合があります。

海外に向けた情報発信支援

JNTOのオウンドメディアを通じた情報発信サービス

パンフレット関連サービス

 

 

 


